
南紀白浜観光協会ホームページリニューアル等業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 南紀白浜観光協会ホームページリニューアル等業務について、委託業者を選定するため、

次のとおり公募型プロポーザルを実施する。 

 

１．目的 

  この要領は、南紀白浜の魅力発信や知名度向上に繋げることを目的に、南紀白浜観光

協会ホームページの全面リニューアルを実施するに当たり、業務における最適な委託事

業者を公募型プロポーザル方式で選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．業務名及び履行期間 

 ⑴ 南紀白浜観光協会ホームページリニューアル業務 

   契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 

 ⑵ 南紀白浜観光協会ホームページ運用・保守業務 

   令和５年４月１日（土）から令和１０年３月３１日（金）まで 

 

３．提供資料等及び業務内容 

 ⑴ 提供資料 

  ① 南紀白浜観光協会ホームページリニューアル等業務公募型プロポーザル実施要領 

  ② （別紙１）南紀白浜観光協会ホームページリニューアル等業務仕様書 

  ③ （別紙２）企画提案書等作成等要領 

  ④ （別紙３）プロポーザル審査基準 

  ⑤ 質問書（様式１） 

  ⑥ プロポーザル参加表明書（様式２） 

  ⑦ 企画提案書総括票兼誓約書（様式３） 

  ⑧ ＣＭＳ機能要件一覧（様式４） 

  ⑨ 参考見積書（様式５） 

  ⑩ プロポーザル辞退届（様式６） 

 ⑵ 入手方法 

   南紀白浜観光協会ホームページからダウンロードする。 

   URL：http://www.nankishirahama.jp 

 ⑶ 業務内容 

   「（別紙１）南紀白浜観光協会ホームページリニューアル等業務仕様書」のとおり 

 

４．提案上限額 

 ⑴ 南紀白浜観光協会ホームページリニューアル業務 

   提案上限額：４,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   なお、上記金額にリニューアル業務及び公開日から令和５年３月３１日（金）まで

に係る運用・保守に必要な全ての経費を含む。 



 ⑵ 南紀白浜観光協会ホームページ運用・保守業務 

   提案上限額：年額１,６００,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日に係る想定費用を年額で提示すること。 

   なお、業務の詳細については、「（別紙１）南紀白浜観光協会ホームページリニュー

アル等業務仕様書」を参照のこと。 

 

５．担当窓口 

  〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町９２５番地の７ 

  （一社）南紀白浜観光協会 事務局（担当：坂巻） 

   電 話：０７３９－４３－３２０１（代表） 

   e-mail：hp_renew@nankishirahama.jp 

 

６．スケジュール（予定） 

項 目 日時等 

⑴ 公募要領の公表  ７月１日（金） 

⑵ 質問の提出期限  ７月14日（木）午後４時 

⑶ 質問に対する回答  ７月21日（木）午後４時 

⑷ 参加表明書提出期限  ７月28日（木）午後４時 

⑸ 企画提案書、見積書提出期限  ９月５日（月）午後４時 

⑹ 一次審査（書類審査）  ９月７日（水）～９日（金） 

⑺ 一次審査結果の通知  ９月９日（金）※予定 

⑻ 二次審査（プレゼンテーション審査）  ９月20日（火）～22日（木） 

⑼ 二次審査結果の通知  ９月26日（月）※予定 

⑽ 契約締結  ９月末 ※予定 

 

７．参加資格要件 

 ⑴ 事業者所在地の白浜町内外は問わない。 

 ⑵ 本業務の条件を理解し、円滑に履行できる能力及び体制を有すること。 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれらと

密接な関係を有する者でないこと。 

 

８．質問書の提出及び回答 

 ⑴ 質問書の提出 

① 提出期限  令和４年７月１４日（木）午後４時 

② 提出書類  「質問書（様式１）」に質問内容を記載したもの 

③ 提出方法  電子メールにより下記アドレス（担当）宛に送付 

 e-mail：hp_renew@nankishirahama.jp 

 

mailto:hp_renew@nankishirahama.jp


 ⑵ 質問への回答 

① 回答期日  令和４年７月２１日（木）午後４時 

② 回答方法  南紀白浜観光協会ホームページに掲載（個別には回答しない） 

 URL：http://www.nankishirahama.jp 

 

９．参加表明書の提出 

  本プロポーザルへの参加希望者は、次のとおり参加表明書等関係書類を提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 提出書類  ① 「プロポーザル参加表明書（様式２）」に必要事項を記入し

たもの 

 ② 会社概要及びＣМＳ導入実績が分かる書類（任意様式）。な

お、会社概要はパンフレットでも可。 

 ③ 登記簿謄本（履歴事項全部証明書）※法人のみ 

⑵ 提出方法  郵送（一般書留又は簡易書留によること）又は持参 

⑶ 提 出 先  〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町９２５番地の７ 

 （一社）南紀白浜観光協会ＨＰ公募型プロポーザル担当 宛 

⑷ 提出期限  令和４年７月２８日（木）午後４時 ※必着 

 

10．企画提案書等の提出 

  「９．参加表明書の提出」により「プロポーザル参加表明書（様式２）」を提出した事

業者は、次のとおり企画提案書等を作成し、提出するものとする。 

 ⑴ 提出書類等 

① 提出書類 
 

書 類 名 必要部数 

ｱ) 企画提案書総括票兼誓約書（様式３）   １部 

ｲ) 企画提案書（任意様式）   ７部 

ｳ) ＣМＳ機能要件一覧（様式４）   ７部 

ｴ) 参考見積書（様式５）   １部 

ｵ) 上記ア～エをＰＤＦ形式で記録したCD-ROM   １部 
 

② 提出方法  郵送（一般書留又は簡易書留によること）又は持参 

③ 提 出 先  〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町９２５番地の７ 

 （一社）南紀白浜観光協会ＨＰ公募型プロポーザル担当 宛 

④ 提出期限  令和４年９月５日（月）午後４時 ※必着 

 

 ⑵ 企画提案書記載上の留意事項 

   企画提案書の記載に当たっての留意事項については、「（別紙２）企画提案書等作成

等要領」を参照のこと。 

 

11．審査 



  二段階審査方式で実施する。また、審査に当たっては事務局が指名した者を審査員と

して審査を行い、その結果をもとに決定する。なお、審査はすべて非公開とする。 

 ⑴ 一次審査（書類審査） 

   一次審査は、「（別紙３）プロポーザル審査基準」に基づき、提出書類の内容を基に

審査・点数化し、評価点の上位３者（社）程度を一次審査通過者とする。 

  ① 実施予定日 

    令和４年９月７日（水）～９日（金） 

  ② 結果通知 

    令和４年９月９日（金）※予定 

    選考結果は、全ての参加者に対し、電子メールにより通知する。なお、電話等に

よる結果の問い合わせには一切応じない。 

 ⑵ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

   一次審査通過者を対象に、対面でのプレゼンテーション及び質疑応答を個別に行い、

「（別紙３）プロポーザル審査基準」に基づき評価点を算出する。 

   また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、対面での実施に代えて、

オンライン審査とする場合がある。 

  ① 実施日及び場所（予定） 

   ｱ) 実施日  令和４年９月２０日（火）から２２日（木）のうちいずれか１日 

          ※ 二次審査の参加者ごとの開始時間等は、別途通知する。 

   ｲ) 場 所  〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町９２５番地の７ 

          （一社）南紀白浜観光協会 事務局 

          電 話 ０７３９（４３）３２０１ 

  ② 実施時間 

    １事業者につき３０分以内（プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング審査１

０分以内）を予定する。 

  ③ 出席者 

    １事業者につき３名までとする。 

  ④ 内容 

    プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に行うものとし、追加提案や

追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェク

ター等を使用した説明は許可する。この場合、パソコンは事業者が用意すること。

プロジェクター・コード類・スクリーンは事務局が用意する。 

  ⑤ 審査の結果 

    評価点の合計が最も高い者（同点の場合は、選考会の多数決により選考）を優先

交渉権者とし、契約の交渉を行う。ただし、その者と契約が合意に至らない場合に

は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。 

  ⑥ 結果通知 

    令和４年９月２６日（月）※予定 

    選考結果は、全ての参加者に対し、電子メールにより通知する。なお、電話等に

よる結果の問い合わせには一切応じない。 



 

12．失格事項 

  参加表明者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 ⑴ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ⑵ この実施要領に違反した場合 

 ⑶ 公正を欠いた行為があったとして認定した場合 

 ⑷ 同一事業者につき２案以上の企画提案書等を提出したとき 

 ⑸ 提出書類に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出

されなかった場合 

 ⑹ 参考見積額（消費税及び地方消費税の額を含む）が前記「４．提案上限額」の各号

に掲げる提案上限額を超えている場合 

 ⑺ 正当な理由なくプレゼンテーション、ヒアリングに応じなかった場合 

 ⑻ 前各号に定めるもののほか、企画提案に当たり、著しく信義に反する行為等があっ

た場合 

 

13．プロポーザルの中止等 

  やむを得ない理由等により、本プロポーザルの実施ができないと事務局が認めるとき

は、プロポーザルを中止又は取り消すことがある。この場合において、プロポーザルに

要した費用等を（一社）南紀白浜観光協会に請求することはできない。 

 

14．参加事業者の辞退 

  参加事業者が、都合によりプロポーザルを辞退するときは、速やかに事務局担当まで

連絡し、「プロポーザル辞退届（様式７）」を提出すること。 

 

15．留意事項 

 ⑴ 本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類等は、返却しない。 

 ⑶ 提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は、認めない。ただし、こちらから要

請のあったものについては、この限りでない。 

 ⑷ 採用された企画提案書等の著作権は、（一社）南紀白浜観光協会に帰属する。 

 ⑸ 本プロポーザルは、優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容に

おいては必ずしも提案内容に沿うものではない。 

 ⑹ 応募者が１者（社）の場合であっても、本プロポーザルを中止せず、選考を実施す

るものとする。 

 ⑺ 評価合計点総計の最も高い参加事業者の得点が満点（審査員数×１００点）の６０％

に満たず、応募者の提出した企画提案が要求水準等を満たさないと判断したときは、

その企画提案を採用せず、優先交渉権者として選定しない場合がある。 


